
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係

平成２０年１２月５日 製品安全課

商品名等

（電気用品名等）

プラチナ美容水製造器（プラチナ美容水製造機）

１ 当該商品等の概要

○用途、機能、性能

美容水（化粧水）を、プラチナナノ化粧水にする装置である。

カートリッジに化粧水５ccを入れ、カートリッジの蓋に装着されている微細なプ

ラチナワイヤに、コンデンサーに充電されたパルスエネルギーを電気放電すること

により、化粧水がプラズマによってプラチナナノ粒子を生成及びコロイド粒子分散

されることにより、プラチナナノ化粧水を作るものである。

○構造、仕様、意匠

外観寸法等：３１０（Ｗ）×１２０（Ｈ）×２４８（Ｄ）㎜、重量２.８㎏

定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、５Ｗ

○主な使用者、販売先

一般消費者、エステ関連事業者

２ 対象・非対象の解釈

特定電気用品以外の電気用品中、交流用電気機械器具の「医療用物質生成器」と

して取り扱う。

（理由）

本製品は、コンデンサーに充電されたパルスエネルギーを電気放電することによ

り、化粧水がプラズマによってプラチナナノ粒子（１～５ｎｍ）を生成するもので

あることから、「医療用物質生成器」として取り扱うことが妥当と判断する。


